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１ はじめに                               

 入湯税は、鉱泉浴場を利用する入湯客にご負担いただく税金です。 

 また、地方税法及び長野市市税条例の規定により、入湯税は「特別徴収によること」と 

されているため、鉱泉浴場の経営者は、特別徴収者として入湯客から入湯税を徴収し、毎

月長野市に申告納入する必要があります。 

 鉱泉浴場の経営者の皆様におかれましては、この手引きをご覧いただき、入湯税の徴収 

方法や申告納入の手続きについてご理解いただくとともに、入湯税の適正な課税・徴収に

ご協力いただきますようお願いいたします。 
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２ 入湯税の概要                        

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要

な設備の整備並びに観光の振興（観光施設の整備を含む）に要する費用に充てるための目

的税で、鉱泉浴場（温泉施設）における入湯に対し、入湯客に課税されます。 

制度の概要 

鉱泉浴場 鉱泉浴場とは、原則として、温泉法に規定する「温泉」を利

用する入浴施設をいい、「温泉」とは温泉法により「地中か

ら湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他ガスで一定の温度ま

たは物質を有するもの」とされています。 

なお、温泉を外から運んできて利用する浴場、いわゆる「運

び湯」による鉱泉浴場も入湯税の対象になります。 

入湯税の納税義務者 鉱泉浴場（温泉施設）の入湯客 

課税を免除される人 (1) 年齢12歳未満の人 

(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人  

(3) 「長野市老人憩の家」の浴場に入湯する人 

(4) 利用料金が 1,000円以下（消費税及び地方消費税を除

く。）の施設に日帰りで入湯する人 

(5) 学校教育上の見地から行われる行事に参加している場合

において入湯する児童、生徒、学生及び引率教員等 

入湯税の税率 (1) 宿泊客  １人１泊   150円 

(2) 日帰り客 １人１日   100円 

徴収の方法 特別徴収（地方公共団体以外の者が、地方公共団体に代わっ

て地方税を徴収する）の方法によります。 

特別徴収義務者 鉱泉浴場を経営する経営者 

特別徴収の方法 鉱泉浴場経営者（特別徴収義務者）は、入湯客から入湯税を

徴収し、翌月15日までに納入申告書を提出し、納入金（入湯

客から徴収した入湯税）を長野市に納入してください。 

特別徴収義務者の申告 (1) 鉱泉浴場を経営しようとするときは、経営開始の日の前

日までに、必要な事項を記入した経営開始申告書を長野

市に提出してください。 

(2) 提出した申告書の事項に異動があったときは、その旨を

記載した経営変更申告書を直ちに長野市に提出してくだ

さい。 

帳簿記帳義務等 特別徴収義務者は、毎日の入湯客数等必要な事項を帳簿に記

載し、帳簿は、その記載の日から１年間保存することが長野

市市税条例で義務付けられていますが、可能な限り５年間保

存してください。 
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３ 納税義務者                         

納税義務者は、市内の鉱泉浴場（温泉施設）において入湯した入湯客です。 

 温泉を外から運んできて利用する、いわゆる「運び湯」による鉱泉浴場を利用した人

も、入湯税の課税対象となります。 

 

４ 課税免除                          

 次のいずれかに該当する人については、入湯税の課税が免除されます。 

(1) 年齢12歳未満の人 

(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人 

   「共同浴場」とは、寮、社宅、療養所等に付設された日常の用に供されるものをい 

います。 

「一般公衆浴場」とは、いわゆる「銭湯」のことであり、物価統制令の規定に基づ 

き都道府県知事が入浴料金を指定している公衆浴場をいいます。（長野県において 

は、例えば大人（12歳以上）は 500円と指定されています。） 

(3) 規則で定めた次の浴場に入湯する人 

名称 位置 

長野市茂菅老人憩の家 長野市大字小鍋60番地１ 

長野市新橋老人憩の家 長野市大字塩生甲2747番地イの１ 

長野市石川老人憩の家 長野市大字篠ノ井石川 968番地 

長野市松代老人憩の家 長野市松代町東条3581番地1 

長野市若穂老人憩の家 長野市若穂保科1185番地 

(4)  1,000円以下（消費税及び地方消費税を除く。）の利用料金を支払って日帰りで入 

湯する人 

「利用料金」とは、入館料金、入湯料金、休憩料金等の名称にかかわらず、当該鉱

泉浴場で『入湯するために必ず支払う必要がある料金で明示されたもの』をいいま

す。 

   ア セット料金を利用し入湯した場合 

    例 

入湯料金が大人１人 1,100円の施設で、セット料金 1,500円（入湯料金 900

円、食事料金 600円と明示されている）を利用する場合 

セット料金は入湯料金 900円と明示されていますが、「入湯するために必ず支 

払う必要がある料金」は入湯料金 1,100円であるため、課税となります。（表示 

操作による徴収回避と判断するため。） 
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   イ 貸切温泉風呂に入湯した場合 

      貸切温泉風呂に入湯した場合は、１人あたりの貸切料金を算出し、別途入湯料

金が必要な場合は入湯料金を加算し、課税又は課税免除の判断をします。 

（貸切料金／利用人数）＋入湯料金 

例 

 入湯料金、貸切料金、利用人数 課税の要否 

１ 入湯料金大人１人 300円、別途貸切料金 1,600円の施設

を大人２人で利用する場合 

利用料金／人= 1,600円÷２人＋ 300円＝ 1,100円 

１人あたりの利用料

金が 1,000円を超え

る→課税 

２ 入湯料金大人１人 700円、18歳未満１人 300円、別途貸

切料金 1,600円の施設を、大人２人、15歳の子１人、11

歳の子１人の計４人で利用する場合 

大人：利用料金／人＝ 1,600円÷４人＋ 700円 

＝ 1,100円 

 

子 ：利用料金／人＝ 1,600円÷４人＋ 300円 

＝ 700円 

 

大人２人は利用料金

が 1,000円を超える 

→課税 

15歳の子は利用料金

が 1,000円を超えな 

い→課税免除 

12歳未満の子 

→年齢により課税免

除 

３ 貸切料金 2,000円（入湯料含む）の施設を、大人２人で

利用する場合 

利用料金／人＝ 2,000円÷２人＝ 1,000円 

利用料金が 1,000円

を超えない 

→課税免除 

    

ウ 回数券、クーポン券、無料券等を利用した場合 

回数券、クーポン券、無料券等を利用した場合は、一回の入湯にかかる金額を 

算出し、課税又は課税免除の判断をします。 

例 

 回数券等の金額、種類 課税の要否 

１ 入湯料金大人１人 1,100円の施設で、回数券（11枚綴

り、販売価格11,000円）を利用し、入湯する場合 

利用料金＝11,000円÷11回＝ 1,000円 

利用料金が 1,000円 
を超えない 

→課税免除 

２ 入湯料金 1,100円の施設に、 100円割引のクーポンを 
利用して入湯する場合 

利用料金＝ 1,100円－ 100円＝ 1,000円 

利用料金が 1,000円 
を超えない 

→課税免除 

３ 無料券を利用し、入湯する場合 利用料金が 1,000円 
を超えない 
→課税免除 
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(5) 学校教育上の見地から行われる行事に参加して入湯する人 

ア 「学校教育上の見地から行われる行事」と「児童、生徒、学生及び引率者」の

範囲等は次のとおりです。 

(ｱ) 課税免除となる「学校教育上の見地から行われる行事」とは、小学校～高等

専門学校にあっては、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の

基準に関する規程で示されている「学校の管理下の範囲」に該当するもの、大

学にあっては、公益社団法人日本国際教育支援協会・学校教育研究災害傷害保

険の支給対象となる「教育活動の範囲（別表１）」をいいます。 

(ｲ) 課税免除となる「学校」は、学校教育法第１条に定める小学校、中学校、高

等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校（高専）が対象

となります。 

専修学校（専門学校など）や各種学校などは対象外です。 

(ｳ) 課税免除の対象者は、学校教育活動に参加した児童、生徒、学生、引率教員 

及び学校長が当該教育活動において参加が必要と認めた介助者、看護師等で 

す。 

 

イ 課税免除までの流れ 

 特別徴収義務者は、入湯税の課税免除を受けようとする学校に、「入湯税課税 

免除に係る学校教育活動証明書」（以下「学校教育活動証明書」という。）を提 

出させる。 

※ 学校教育活動証明書には、学校長印の押印が必要です。 

※ 特別徴収義務者は課税免除を受けようとする学校に事前に説明してくださ

い。 

 

 

 特別徴収義務者は、提出された証明書に記載された人数を確認し、入湯税を課 

税免除する。 

 

 

 

 

 特別徴収義務者は、長野市市税条例第 144条第３項に規定する納入申告書を提 

出する際に、当該証明書の原本を添付する。 

※ 「学校教育活動証明書」の写しを同条第 147条第１項に規定する帳簿と一 

緒に保管してください。 
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５ 税率                            

(1) 宿泊客   １人１泊   150円 

(2) 日帰り客 １人１日  100円 

 同一の鉱泉浴場であれば入湯回数を問わず、宿泊客は１泊につき、日帰り客は１日に 

つき入湯税が課税されます。 

複数の鉱泉浴場において入湯する場合には、それぞれの鉱泉浴場ごとに課税されます。 

 

６ 徴収の方法                           

入湯税は、特別徴収（地方公共団体以外の者が、地方公共団体に代わって地方税を徴収

する）の方法によって徴収します。 

 

７ 特別徴収義務者                           

 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者です。 

 

８ 特別徴収の手続                           

(1) 納入申告書の提出 

特別徴収義務者（鉱泉浴場経営者）は、入湯客から入湯税を徴収し、毎月15日まで

に、前月１日から末日までの入湯客数、徴収した税額その他必要事項を記載した納入

申告書を提出してください。提出時に入湯税納入申告明細書を添付しない場合は、実

地調査時まで保管してください。 

(2) 納入書による納入 

納入金（入湯客から徴収した入湯税）は、毎月15日までに次の納入場所を通じて納

入書により長野市に納入してください。 （15日が、祝日・休日や土曜日等で金融機

関等が営業していないときは、その翌営業日までに納入してください。） 

  納入場所 

長野市役所 財政部収納課、各支所 

銀行 八十二、北陸、長野、各銀行の本店・支店 

金庫 

組合 

農協 

長野信用金庫、長野県信用農業協同組合連合会、長野県信用組合、 

長野県労働金庫の本店・支店、ながの農業協同組合、 

グリーン長野農業協同組合の本所・支所・支店 

   ※ 金融機関の事情により、納付場所及び手数料等に変更が生じる場合があります。 

  ※ 入湯税の納入はゆうちょ銀行、郵便局では取り扱っていません。 
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９ 延滞金、加算金                         

納期限までに申告されない場合は、延滞金、加算金が課されます。 

(1) 納期限後の申告納入に係る延滞金（地方税法第 701条の11） 

入湯税の納期限後に申告納入する場合には、納期限後の翌日から納入した日まで 

の日数に応じて延滞金を加算し、納入しなくてはいけません。 

(2) 不足金額の延滞金（地方税法第 701条の10、市税条例第９条） 

  更正または決定があった場合において、不足金額があった場合には、更正又は決定 

の通知をした日から１月を経過した日を納期限とし、延滞金を加算して納入しなくて 

はいけません。 

※ 延滞金の計算方法 

納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、税額（ 1,000円未満の端数がある

とき、又はその全額が 2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨

てます。）に年14.6％（納期限の翌日から１ヶ月を経過する日までの期間について

は年 7.3％）の割合（平成12年１月１日から平成25年12月31日までの期間について

は、当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15

条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年４％の割合を加

算した割合が年 7.3％の割合に満たない場合には、その年中においては、年 7.3％

の割合にあっては、当該商業手形の基準割引率に年４％の割合を加算した割合とし

ます。平成26年１月１日以後の期間については、当該期間の属する各年の前年に租

税特別措置法第93条第２項の規定により告示された割合に年１％の割合を加算した

割合（以下「特例基準割合」という。）が年 7.3％の割合に満たない場合には、そ

の年（以下「特例基準割合適用年」という。）中においては、年14.6％の割合にあ

っては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年 7.3％の割合を加算した

割合とし、年 7.3％の割合にあっては当該特例基準割合に年１％の割合を加算した

割合（当該加算した割合が年 7.3％の割合を超える場合には、年 7.3％の割合）と

します。）を乗じて計算した額が税額に加算されます。 

  ※ 特例基準割合は、毎年12月に告示されます。 

(3) 加算金（地方税法第 701条の12、同法第 701条の13、長野市市税条例第 145条） 

  申告納期限までに申告納入がない場合や、過少申告をした場合等は、延滞金の他に 

 加算金が課されます。 

区分 加算金が課される場合 加算金の割合 

過少申告 

加算金 

期限までに申告があり、その税額が実際の税

額より少ないため、更正した場合 

 

 

 

 

不足額×10％ 

（不足税額のうち、期

限までに申告した税額

または50万円のいずれ

か多い金額を超える部

分については、５％加

算） 
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不申告 

加算金 

期限後に申告があった場合又は期限までに申

告がないため決定した場合 

 

納入すべき税額×15％ 

（納入すべき税額のう

ち50万円超300万円以下

の部分については、

５％を加算、300万円超

の部分については、

15％を加算） 

期限後に申告があり、その税額が実際の税額

より少ないため、更正があった場合 
 

決定後に、その税額が実際の税額より少ない

ため、更正があった場合 

 

期限後に申告があった場合で、決定があるべ

きことを予知したものでないとき 

 

納入すべき税額×５％ 

 

 

重加算金 

二重帳簿等によって故意に税額を免れようと

した場合で、期限内に申告しているとき 

 

不足税額×35％ 

不申告や期限後に申告があった場合で、二重

帳簿などによって故意に税額を免れようとし

たとき 

納入すべき税額×40％ 

 

加算金の 

加重措置 

下記に該当する場合 

・申告書の期限後提出または更正決定があっ

た日の前日から５年以内に、不申告加算金

又は重加算税を課されたことがある場合 

・前年度及び前々年度の事業年度について、

不申告加算金又は不申告加算金に代えて課

される重加算金を課される者が更なる無申

告行為を行う場合 

上記加算金の割合＋ 

10％（期限後に申告が

あった場合で、決定が

あるべきことを予知し

たものでないときを除

く。） 

※※※上記表は、令和６年１月１日以後に申告書の提出期限が到来するものから適用 

 

10 経営申告書の提出                           

(1) 鉱泉浴場を経営しようとするとき 

経営を開始する前日までに、「鉱泉浴場の経営開始申告書」に必要事項を記載し、

次の書類を添付のうえ、市民税課税制・法人担当に提出してください。 

１ 温泉利用許可書の写し  

２ 料金設定表（料金設定の詳細がわかるもの） 

(2) 経営内容に変更があったとき 
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提出した「鉱泉浴場の経営開始申告書」の内容に異動があったときは、速やかにそ

の旨を記載した変更申告書を市民税課税制・法人担当に提出してください。 

  ※ 「鉱泉浴場の経営開始申告書」は、入湯税を徴収する必要がない施設（日帰りの

施設のみを有し、利用料金が 1,000円以下の施設）であっても、鉱泉浴場を経営す

る全ての経営者に必ず提出していただく必要があります。（市税条例第 146条） 

 

11 帳簿の記載                         

特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金、入湯税額などの必要な事項を帳簿に記

載し、その記載の日から１年間保存しなければならないと定められています。（市税条例

第 147条）が、更正等が生じる場合も考慮し、帳簿は可能な限り５年間保管をお願いしま

す。 

 

12 入湯税に係る調査                      

入湯税の適正かつ公平な課税に期するため、電話等による口頭での確認のほか、書面に

よる調査、実地調査を年１回行っています。 

調査の際には、関係する資料の提示をお願いする場合がありますので、ご協力をお願い

します。 

 

入湯税特別徴収の手引 作成日 平成30年３月27日 

改定日 令和２年１月６日 

令和５年３月31日 

令和６年３月31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒380-8152 

長野市大字鶴賀緑町 1613 番地 

財政部市民税課 税制・法人担当 

TEL:026-224-7056 FAX:026-224-7346 
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別表１ 

学校の種類 活動区分 課税免除となる主な活動内容 

小学校、中学校、中等

教育学校、高等学校

（全日制、定時制、通

信制）、特別教育諸学

校、高等専門学校 

学校が編成した教育課程に基

づく授業を受けている場合 

 

修学旅行（遠足）、集団宿泊活動、職

場体験活動、自然体験活動など校外で

の授業 

学校の教育計画に基づく課外

指導を受けている場合 

体育大会・音楽コンクール等部活動の

一環として参加する行事、練習試合、

合宿 

大学 正課（講義、実験、実習、演

習又は実技による授業） 

学外での活動 

学校行事（大学が主催する教

育活動の一環としての各種行

事） 

入学式、オリエンテーション、卒業式

等 

学校施設外での課外活動（大

学の規則にのっとった所定の

手続きにより、大学が認めた

学内学生団体の管理下で行う

文化活動または体育活動） 

部、サークルの大会参加、練習試合

（対外試合）、合宿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


